
 

赤穂市 AKO CITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６期赤穂市障がい福祉計画・第２期赤穂市障がい児福祉計画の策

定について 

１．趣 旨 

第６期赤穂市障がい福祉計画・第２期赤穂市障がい児福祉計画の策定の広報 

 

２．内 容 

令和３年度から５年度の３年間を計画期間とする「第６期赤穂市障がい福祉計画・第２

期赤穂市障がい児福祉計画」を策定しました。 

本計画は、平成２９年度に策定した「赤穂市障がい者福祉プラン」を上位計画として、

その基本理念である「障がいの有無に関わらず、だれもが尊重しあえる思いやりに満ちた

やさしい共生社会の実現」に向けて必要なサービスの充実と適切なサービス提供を図る

ためのものです。 

  その策定にあたっては、赤穂市障害者自立支援協議会において審議され、第５期赤穂市

障がい福祉計画・第１期赤穂市障がい児福祉計画の実績値、関係機関へのニーズ調査の結

果等をもとに次の基本方針を決定し、障害福祉サービス等の見込量と今後の方策を定め

ました。 

 

 ３．その他 

  計画書は４月より市ホームページ、社会福祉課、各地区公民館でご覧いただけます。 

 

会 見 年 月 日 令和３年３月２５日 

担 当 課 健康福祉部社会福祉課障がい福祉係 

問い合わせ先 

電話番号：0791-43-6833 

FAX 番号：0791-45-3396 

（担当者名：丸尾・松田） 


